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司法試験委員会会議（第３９回）議事要旨
（司法試験委員会庶務担当）

１ 日時

平成１９年８月２日（木）１４：４５～１７：００

２ 場所

最高検察庁大会議室

３ 出席者

○ 司法試験委員会

（委員長）髙橋宏志

（委 員）太田 茂，奥田隆文，小幡純子，長谷川眞理子，本間通義（敬称略）

○ 司法試験委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課)

稲田伸夫人事課長，松本 裕人事課付，濱田亮二試験管理官

４ 議題

(1) 平成１９年度旧司法試験第二次試験考査委員の推薦について（協議）

(2) 平成２０年度旧司法試験の実施について（協議）

(3) 平成２０年新司法試験の実施について（協議）

(4) 平成１９年新司法試験考査委員による不適正行為の試験への影響等について（協議）

(5) 考査委員からの報告等に基づく事実確認の状況について（協議）

(6) 司法試験考査委員体制の在り方等について(協議)

(7) 平成１９年新司法試験における不正受験者の取扱いについて(協議)

(8) その他報告案件

(9) 次回開催日程等について（説明）

５ 配布資料

資料１ 平成１９年度旧司法試験第二次試験考査委員推薦候補者名簿

資料２ 平成２０年度旧司法試験第一次試験実施予定表

資料３ 平成２０年度旧司法試験第二次試験実施予定表

資料４ 平成２０年新司法試験の実施日程等について

資料５ 第２回新司法試験に関するアンケート結果送付の件

６ 議事等

(1) 平成１９年度旧司法試験第二次試験考査委員の推薦について（協議）

○ 平成１９年度旧司法試験第二次試験考査委員として，資料１記載の候補者を法務大

臣に推薦することが決定された。

(2) 平成２０年度旧司法試験の実施について（協議）

○ 平成２０年度旧司法試験第一次試験及び第二次試験の実施について，事務当局から

説明。試験実施予定については，資料２及び資料３のとおり，承認された。
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(3) 平成２０年新司法試験の実施について（協議）

○ 平成２０年新司法試験の実施について，事務当局から説明。試験日程及び試験地並

びに試験実施予定については，資料４のとおり，承認された。

(4) 平成１９年新司法試験考査委員による不適正行為の試験への影響等について（協議）

○ 平成１９年新司法試験考査委員による不適正行為の試験への影響等について，考査

委員会議の結論，今回の不適正行為に関連して，受験生等から当省に寄せられている

意見・要望の内容，関西大学大学院及び関西学院大学大学院から司法試験委員会に対

する要望書が提出されていることなどが事務当局から報告された。協議の結果，考査

委員会議の議決のとおり 「短答式試験については，当初から正解と予定していた選，

択肢を解答したものについて得点を与える通常の取扱いを変更しないこととし，短答

式試験の合格に必要な成績について変更しない。論文式試験については，再試験等特

段の措置を講じることはしない 」旨決定された。。

また，今回の不適正な行為が，慶應義塾大学大学院において行われたことなどを受

け，司法試験委員会から，慶應義塾長に対し，この度の行為が，慶應義塾所属の教授

により，慶応義塾の施設内において，慶応義塾の学生及び修了生を対象に行われたこ

とについて，厳正に受け止め、再発防止に努めるよう求める文書を発出することが決

定された。

(5) 考査委員からの報告等に基づく事実確認の状況について（協議）

○ 全考査委員に対し求めることとした報告や文部科学省からの情報提供などに基づ

き，行った事実確認の状況について，事務当局から報告がなされた。

協議の結果，２名の考査委員が、大宮法科大学院において，既に実施された平成１

８年の本試験問題を学生に解答させて指導し，その際，学生に対して，配点を記載し

たものを示したことについて，その配点は、実際に考査委員間で協議されたり，用い

られたりしたものではなかったものの、かかる行為は、特定の受験生に対して，考査

委員にしか知り得ない情報が提供されたのではないかという疑念を抱かせるおそれが

あることから、当該考査委員２名に対し，注意をすることが決定された。

(6) 司法試験考査委員体制の在り方等について(協議)

○ この度の事態の再発を防止するため，今後の考査委員体制の在り方等について，協

議がなされた。

協議の結果，問題作成に従事する考査委員の数を絞り込み，試験実施後に，採点の

ために必要な考査委員を追加して任命すること，平成２０年以降の考査委員が遵守す

べき事項を定めること，試験の実施が終了した平成１９年の考査委員においても，必

要な事項については，遵守するものとして申し合わせをしていただくよう要請する方

針が決定された。

(7) 平成１９年新司法試験における不正受験者の取扱いについて(協議)

○ 平成１９年新司法試験における不正受験者について，行政手続法に基づく弁明の機

会を付与したが，回答期限までに弁明がなされなかったことについて、事務当局から

報告がなされた。協議の結果，短答式試験の試験時間中，使用が許可されていない法

文を持ち込み，答案作成に利用した当該受験生を，３年間の受験禁止処分とすること

が決定された。
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(8) その他報告案件

○ 事務当局から，東京弁護士会から提出された資料５「第２回新司法試験に関するア

ンケート結果送付の件」について報告がなされた。

(9) 次回開催日程等について（説明）

○ 次回の司法試験委員会は，平成１９年９月１２日（水）午後２時から開催すること

が確認された。

（以上）


